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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サドル分水栓の給水用分岐部の開口部位を被蓋するための防塵キャップであって、有底
筒状に形成したキャップ本体の内部には、開口端側に向けて軸方向に保持筒部を突出形成
し、この保持筒部の奥側を一体に延設させて前記キャップ本体の有底側に延設筒部を形成
すると共に、前記保持筒部内に装着した防食スリーブの挿入端部を前記延出筒部内に位置
させたことを特徴とするサドル分水栓用防食スリーブ付き防塵キャップ。
【請求項２】
　前記防食スリーブは、上端側外周に鍔部を有する樹脂筒の上端内周に金属筒の下端側外
周を仮止め嵌合して構成した請求項１に記載のサドル分水栓用防食スリーブ付き防塵キャ
ップ。
【請求項３】
　前記保持筒部の開口端内周に係止爪を形成し、前記防食スリーブの樹脂筒の鍔部上端側
を前記係止爪に係止させて、前記保持筒部内に防食スリーブを保持させた請求項１又は２
に記載のサドル分水栓用防食スリーブ付き防塵キャップ。
【請求項４】
　前記キャップ本体の外周面に補強リブを設けた請求項１乃至３の何れか１項に記載のサ
ドル分水栓用防食スリーブ付き防塵キャップ。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の防塵キャップであって、サドル部に固定する分水
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栓本体の内部に止水機構部を設け、前記分水栓本体に設けた給水用分岐部の開口部位を前
記防塵キャップで被覆したことを特徴とするサドル分水栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、水道配管、ガス配管などから支管へ分岐配管をするサドル分水栓の
分岐部や穿孔機取付口などの開口部位を被蓋するためのサドル分水栓用防食スリーブ付き
防塵キャップとサドル分水栓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、水道配管から給水支管を分岐させる手段として、サドル分水栓が用いられてい
る。通常、サドル分水栓の分岐部や穿孔機等の取付口部にはネジ部が形成されており、こ
のネジ部を保護するため、特開平７－１１９８８６号公報（特許文献１）の図１０に示さ
れているように、ポリエチレン製のキャップが梱包材として取り付けられている。このポ
リエチレン製のキャップは、梱包時や保管時又は輸送時に製品であるサドル分水栓の内部
にゴミ等が浸入しないようにする機能もあることから、防塵キャップとも呼ばれている。
【０００３】
　ところで、水道配管にサドル分水栓を設置して、水道配管の穿孔・分岐を行う場合、メ
タルコアを穿孔穴に装着してその通水口径を確保したり、密着コアを穿孔穴に装着して穿
孔穴の防食を図るのであるが、一般的に、コアはサドル分水栓に同梱されるものであり、
その梱包方法はコアの形態やメーカーによって様々である。
【０００４】
　従来例として、キャップ本体に形成した爪部にコアの開口端を係止させてこれを保持し
、この状態でサドル分水栓へ取り付ける方法や、樹脂製コアケースの弾性を利用して、コ
アケース内に挿入したコアを保持し、サドル分水栓の穿孔機取付口よりコアケースごと内
挿して同梱する方法がある。
【特許文献１】特開平７－１１９８８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、先に述べた従来の方法は、ネジ部の保護や防塵機能を持ち、キャップの
内側に施された爪部によりコアを保持して梱包するのであるが、コアを挿入工具（ストレ
ッチャヘッド）に装着する際、一度、コアをキャップから取り外す必要がある。このとき
、施工者の手に土や泥が付着していることが多く、この状態でコアに触れれば、当然、土
や泥などがコアに付着して、コア挿入の失敗や本来の防食性能が発揮されないなどの問題
を起こすおそれがあった。
【０００６】
　また、後に述べた従来の方法は、コアケースごとコアを挿入工具に装着した後、コアケ
ースだけを挿入工具から取り外すため、先に述べた従来の方法のように、コアを直接手で
触れることはないものの、ネジ部の保護や防塵に必要なキャップを別途用意する必要があ
り、コストがかかってしまう。また、ステンレス製コアの先端に形成した溝と樹脂スリー
ブの内径突起とで仮組みされ、挿入工具に装着して穿孔穴に挿入した際に、ステンレス製
コアが樹脂スリーブの内周に押し込まれることにより、樹脂スリーブを拡径して、樹脂ス
リーブ外周のゴムスリーブを穿孔穴に密着させる構造のコアを用いる方法においては、挿
入工具への装着時にステンレス製コアを掴んで装着しようとすれば、樹脂スリーブが挿入
工具によって押し出されて、ステンレス製コアと樹脂スリーブとの仮組み状態が外れてし
まい、正常な挿入工具への装着が行われないという問題を有していた。
【０００７】
　本発明は、上記の実情に鑑みて鋭意研究の結果開発に至ったものであり、その目的とす
るところは、例えば、水道配管やガス配管から支管へ分岐配管を行うサドル分水栓を防塵
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・保護すると共に、配管に取り付ける前の防食スリーブを保護することができ、しかも、
この防食スリーブを土や泥で汚すことなく、配管の穿孔穴に装着できるサドル分水栓用防
食スリーブ付き防塵キャップとこの防塵キャップを取付けたサドル分水栓を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、請求項１に係る発明は、サドル分水栓の給水用分岐部の開
口部位を被蓋するための防塵キャップであって、有底筒状に形成したキャップ本体の内部
には、開口端側に向けて軸方向に保持筒部を突出形成し、この保持筒部の奥側を一体に延
設させて前記キャップ本体の有底側に延設筒部を形成すると共に、前記保持筒部内に装着
した防食スリーブの挿入端部を前記延出筒部内に位置させたサドル分水栓用防食スリーブ
付き防塵キャップである。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、前記防食スリーブは、上端側外周に鍔部を有する樹脂筒の上端
内周に金属筒の下端側外周を仮止め嵌合して構成したサドル分水栓用防食スリーブ付き防
塵キャップである。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、前記保持筒部の開口端内周に係止爪を形成し、前記防食スリー
ブの樹脂筒の鍔部上端側を前記係止爪に係止させて、前記保持筒部内に防食スリーブを保
持させたサドル分水栓用防食スリーブ付き防塵キャップである。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、前記キャップ本体の外周面に補強リブを設けたサドル分水栓用
防食スリーブ付き防塵キャップである。
【００１２】
　請求項５に係る発明は、請求項１乃至４の何れか１項に記載の防塵キャップであって、
サドル部に固定する分水栓本体の内部に止水機構部を設け、前記分水栓本体に設けた給水
用分岐部の開口部位を前記防塵キャップで被覆したサドル分水栓である。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に係る発明によると、本発明のサドル分水栓用防食スリーブ付き防塵キャップ
を、例えば、サドル分水栓の給水用分岐部に装着することで、その開口面が閉蓋され、ゴ
ミなどの異物の浸入を防ぐことができると共に、分岐部の外周面が被覆されるので、外周
面に形成されたネジ部の保護が図られる。しかも、本発明によれば、防食スリーブを挿入
工具に取り付ける際、防食スリーブを防塵キャップに装着した状態から、直接、挿入工具
へ取り付けることが可能であり、従来にはない新規有用な防塵キャップとして提供可能で
ある。これにより、防食スリーブを土や泥などで汚すおそれがなく、コア本来の防食性能
が発揮され、また、土や泥などの付着によるコア挿入の失敗もない。また、水道用やガス
用本管などに取り付ける前の防食スリーブを保護する梱包材として機能するため、スリー
ブ全体が防塵キャップによって守られており、例えば、施工時にサドル分水栓から取り外
して、道路上や掘削穴の地上面に置いても、防食スリーブが土や泥で汚れることはない。
これらの機能が一つの部材で構成されているので、それぞれの機能を別々の部品で行った
場合と比較して、コストを大幅に削減することができる。
【００１４】
　請求項２に係る発明によると、仮組み状態にある金属筒（例えば、ステンレス製）と樹
脂筒（例えば、ポリエチレン製）が外れることはなく、正常に挿入工具への装着を行うこ
とができる。しかも、防塵キャップに梱包する防食スリーブの向きと、水道配管などに穿
孔された穿孔穴へ挿入する際の防食スリーブの向きを一致させることで、従来のように、
防食スリーブをケースから一旦取り出し、スリーブの向きを反転させてから挿入工具へ取
り付けるといった手間がなくなり、従来に比して、作業性、安全性を飛躍的に向上させる
ことが可能である。
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【００１５】
　請求項３に係る発明によると、樹脂筒と金属筒から成る密着コア以外にも、例えば、メ
タルコアにも適用することが可能である。
【００１６】
　請求項４に係る発明によると、キャップ本体の外周面に補強リブを設けたことで、キャ
ップ全体が変形し難くなり、挿入工具への装着を容易に行うことができる。
【００１７】
　請求項５に係る発明によると、本発明における防食スリーブ付き防塵キャップを、サド
ル分水栓の給水用分岐部に装着することで、その開口面が閉蓋され、ゴミなどの異物の浸
入を防ぐことができると共に、分岐部の外周面が被覆されるので、外周面に形成されたネ
ジ部の保護が図られ、しかも、本発明によれば、防食スリーブを挿入工具に取り付ける際
、分岐部から取り外した防塵キャップに装着した状態で、直接、挿入工具へ取り付けるこ
とが可能であり、従来にはない新規有用な防塵キャップ付きのサドル分水栓を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明における防食スリーブ付き防塵キャップとサドル分水栓の実施形態を図面
に基づいて詳述する。なお、本実施形態で示すサドル分水栓は一例であって、本発明がそ
の形態に限定されるものではない。図１は、本発明の防塵キャップを装着させたサドル分
水栓を示した断面図であり、図２は、本発明の防塵キャップを示した半裁断面図、図３は
、図２に係る防塵キャップを開口面側から見たときの平面図、図４は、樹脂筒に金属筒の
下端側を仮止め嵌合させた状態を示す部分拡大断面図、また、図５は、ストレッチャヘッ
ドへの取り付け手順を示した説明図である。
【００１９】
　図中１は、本実施形態で採用するサドル分水栓である。図１に示すように、分水栓本体
２は、筒形状で接続端外周に雄ネジ３ａを形成した給水用分岐部３と、後述する挿入工具
や穿孔機などを挿入するための、本例では袋ナット４で被蓋された穿孔機取付口５を設け
ており、水道配管Ｐ（或いは、ガス配管など）に固定するサドル部６に、本例ではネジ接
続により連結されて給水支管（図示しない）への流路形成を行う構造である。分水栓本体
２の内部には止水機構部７を設けている。この止水機構部７は、三方口８ａを有するボー
ル８を一対のボールシート９，１０で支受けし、このボール８をステム１１により回動自
在に設けている。ボールシート９，１０は、環状保持体１２によってボール８に押圧され
ており、また、環状保持体１２と水道配管Ｐの間は、環状サドルガスケット１３によって
液密にシールされている。
【００２０】
　図中１４は、キャップ本体であり、本発明の防塵キャップである。本例ではポリエチレ
ンやポリスチレンなどの樹脂により一体成形されている。キャップ本体１４は、分水栓本
体２の分岐部３（或いは、穿孔機取付口５）の外周面に着脱可能な有底筒状を呈しており
、図２、図３に示すように、その内周面には分岐部３（或いは、穿孔機取付口５）の外周
面と圧接する突起１５が、本例では４箇所に形成されている。この突起は、本例に示すよ
うに、分岐部３の軸方向に延設した突状部のほか、分岐部３の雄ネジ３ａに螺合する雌ネ
ジとして、キャップ本体１４の内周を環状に補強するようにしてもよい。キャップ本体１
４の内周には、防食スリーブ保持用の保持筒部１６が軸方向へ突出して設けてあり、この
保持筒部１６の奥側を一体に延設して延設筒部１７が形成されている。
【００２１】
　図中１８は、防食スリーブであり、上端側外周に鍔部１９を有する樹脂筒２０（本例で
はポリエチレン製）の上端内周に、金属筒２１（本例ではステンレス製）の下端外周を仮
止め嵌合し、かつ、前記樹脂筒２０の外周面にゴム筒２２を嵌着して構成されている。本
例で示す防食スリーブ１８は、水道配管Ｐへ取り付ける前（例えば、出荷時）において、
前述のように、樹脂筒２０の上端内周に金属筒２１の下端外周が嵌合した仮組み状態にあ
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り、具体的には、図４に示すように、樹脂筒２０の上端内周に形成した突起部２０ａを、
金属筒２１の下端外周に形成した溝部２１ａに嵌合させて仮組み状態を構成している。
【００２２】
　保持筒部１６の開口端内周には係止爪１６ａが形成されている。この係止爪１６ａを前
記樹脂筒２０の鍔部上端１９ａに係止させることで、防食スリーブ１８を保持筒部１６内
に保持させて、この仮組み状態にある防食スリーブ１８を梱包している。なお、図示しな
いが、穿孔穴Ｐ１への装着が完了した防食スリーブ１８は、内側から金属筒２１、樹脂筒
２０、ゴム筒２２を順に重ねた一体的な筒状体を構成することになる。
【００２３】
　キャップ本体１４の外周面に補強リブ２３を設けている。この補強リブ２３の形成によ
って、キャップ全体の変形が抑えられ、後述する挿入工具への取り付けを確実に行えるよ
うにしている。本例では三角片を呈した補強リブ２３を等間隔で６箇所に設けているが、
これは一例であり、実施に応じた形状、個数などを採用するとよい。
【００２４】
　保持筒部１６の内周面で、かつ、キャップ本体１４の閉塞面１４ａとほぼ同一平面位置
に段部面１４ｂを設けている。保持筒部１６内に防食スリーブ１８を挿入すると、樹脂筒
２０の鍔部下端１９ｂがこの段部面１４ｂに当接され、この状態で樹脂筒２０の鍔部上端
１９ａが、係止爪１６ａに係止されることにより、防食スリーブ１８は適正位置で保持さ
れる。また、この段部面１４ｂは、後述する挿入工具への装着作業を容易に行えるように
機能する。すなわち、段部面１４ｂの外周には、キャップ本体１４の閉塞面１４ａが一体
に接続されているので、防食スリーブ１８を挿入工具に装着する際、挿入工具によって押
された樹脂筒２０の鍔部下端１９ｂが段部面１４ｂに強く当接しても、段部面１４ｂがキ
ャップ本体１４の閉塞面１４ａによって補強されているので、段部面１４ｂは変形するこ
となく樹脂筒２０を保持することができる。
　段部面１４ｂを境に、係止爪１６ａを形成した側の保持筒部１６の肉厚は、延設筒部１
７を形成した側の保持筒部１６よりもやや薄肉としており、防食スリーブ１８を防塵キャ
ップ本体１４に脱着する際、樹脂筒２０の先端外周部が係止爪１６ａのテーパ状先端内周
部を押し広げるのを容易にしている。
【００２５】
　また、保持筒部１６は円筒形状としているが、図２及び図３に示すように、上記薄肉部
において、少なくとも軸方向に対向する２ヶ所（本形態では４ヶ所）にスリット１６ｂを
形成し、保持筒部１６を断片化することにより、防食スリーブ１８を防塵キャップに着脱
する際、とりわけ、防食スリーブ１８を後述する挿入工具と共に防塵キャップから取り出
す際に、防食スリーブ１８における樹脂筒２０と金属筒２１との仮組み状態が解除されて
しまわないよう、キャップ１４とスリーブ１８の保持力を、樹脂筒２０と金属筒２１との
嵌合力よりも小さくすべく、保持筒部１６を押し広げるのを容易にしている。
　なお、本形態では、ポリエチレン製の樹脂筒２０と、ステンレス製の金属筒２１と、ゴ
ム筒２２などから構成される防食スリーブ１８を用いて説明しているが、この他にも、例
えば、防食スリーブや、金属筒の外周にゴム層を被覆した防食スリーブなどにも適用する
ことができる。
【００２６】
　次に、本実施形態の作用を説明する。分水栓本体２の分岐部３（或いは、穿孔機取付口
５）に本発明の防塵キャップ１４を装着する。これにより、分岐部３の開口面が閉蓋され
てゴミなどの異物の浸入を防ぐと同時に、分岐部３の接続端外周が被覆されるので、この
部位に形成されたネジ部３ａの保護が図られる。従って、例えば、製品として、サドル分
水栓１を梱包する際や、保管したり、搬送したりする場合には、優れた防塵機能と保護機
能が発揮される。また、防食スリーブ１８は、防塵キャップ１４により梱包された状態で
分水栓本体２内に収納されるので、保管時や搬送時に防食スリーブ１８を紛失するおそれ
がない。しかも、樹脂筒２０の上端内周に金属筒２１の下端外周が嵌合した仮止め状態を
確実に維持させることができる。
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【００２７】
　防塵キャップ１４に梱包された防食スリーブ１８は、仮組み状態にある樹脂筒２０側か
らキャップ本体１４へ挿入しており、水道配管Ｐの穿孔穴Ｐ１へ装着する際の挿入向きと
一致した状態で梱包されている。従って、図５（ａ）に示すように、分岐部３から取り外
した防塵キャップ１４は、その開口面を挿入工具２４（以下、ストレッチャヘッド２４と
いう）に対向配置させて、そのままストレッチャヘッド２４へ差し込むことで、防食スリ
ーブ１８に全く触れることなく、ストレッチャヘッド２４にセットすることができる。即
ち、防食スリーブ１８は、防塵キャップ１４で梱包された状態から、直接ストレッチャヘ
ッド２４への取り付けが行われることになる。
【００２８】
　図５（ｂ）に示すように、防食スリーブ１８をストレッチャヘッド２４に取り付けるに
は、防食スリーブ１８を梱包した防塵キャップ１４ごと、ストレッチャヘッド２４に差し
込めばよく、このとき、保持筒部１６は、キャップ本体１４内に挿入してきたストレッチ
ャヘッド２４を受け入れ可能な延設筒部１７を有しており、ストレッチャヘッド２４の先
端部位をこの延設筒部１７のスペース１７ａへ逃がすことができる。これにより、ストレ
ッチャヘッド２４の十分な差し込みを可能にして、ストレッチャヘッド２４への防食スリ
ーブ１８の取り付けを確実なものにしている。防塵キャップ１４をストレッチャヘッド２
４へ差し込む時、防塵キャップ１４の外周面に設けた補強リブ２３がキャップ全体の変形
を抑えるように機能するので、取付作業は容易なものとなる。
【００２９】
　更に、保持筒部１６の内周面で、かつ、キャップ本体１４の閉塞面１４ａとほぼ同一平
面位置に段部面１４ｂを設けたことで、保持筒部１６内に防食スリーブ１８を挿入すれば
、樹脂筒２０の鍔部下端１９ｂがこの段部面１４ｂに当接され、この状態で樹脂筒２０の
鍔部上端１９ａが、係止爪１６ａに係止されるので、防食スリーブ１８を適正位置で保持
することができる。
　この保持構造において、保持筒部１６の内周を、樹脂筒２０に嵌着されたゴム筒２２や
Ｏリング２６の外周よりも大径に設定することにより、ゴム筒２２やＯリング２６は保持
筒部１６によって押圧されないことから、これらの部品の変形を防ぐことができる。
　また、この段部面１４ｂの形成によって、キャップ全体の変形を抑制することができ、
ストレッチャヘッド２４への差し込み時の変形を抑えて、ストレッチャヘッド２４への装
着作業を行い易くしている。
【００３０】
　ストレッチャヘッド２４への装着が完了すると、樹脂筒２０の下端に設けた先端内向き
の爪部２０ｂが、ストレッチャヘッド２４に形成された係合溝２４ａに係止されて装着状
態となる。この状態にあるストレッチャヘッド２４と防食スリーブ１８の装着力は、防塵
キャップ１４と防食スリーブ１８の保持力を上回るように設定されている。なお、ストレ
ッチャヘッド２４への装着作業時において、例えば、施工時に分水栓本体２から取り外し
た防塵キャップ１４を、道路上や掘削穴の地上面に置いても、防食スリーブ１８が土や泥
で汚れることはない。
【００３１】
　次いで、図５（ｃ）に示すように、防塵キャップ１４をストレッチャヘッド２４から引
き抜くと、防食スリーブ１８における樹脂筒２０と金属筒２１との嵌合力が、キャップ１
４と防食スリーブ１８の保持力よりも大きく、且つ、ストレッチャヘッド２４と防食スリ
ーブ１８の装着力よりも小さく設定されているので、仮組み状態でストレッチャヘッド２
４にセットされた防食スリーブ１８が現れる。このストレッチャヘッド２４を水道配管Ｐ
に穿孔された穿孔穴Ｐ１へ挿入すれば、穿孔穴Ｐ１に防食スリーブ１８を適正な状態で装
着させることができる。従って、防食スリーブ１８を土や泥などで汚すことなく、容易に
ストレッチャヘッド２４にセットすることができ、防食スリーブ本来の防食性能が発揮さ
れ、また、土や泥などの付着によるスリーブ挿入の失敗もない。勿論、仮組み状態にある
金属筒２１と樹脂筒２０が外れることもない。なお、図示しないが、穿孔穴Ｐ１への装着
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が完了した防食スリーブ１８は、内側から金属筒２１、樹脂筒２０、ゴム筒２２を順に重
ねた一体的な筒状体を構成することになり、通水口径を確実に確保すると共に、穿孔穴Ｐ
１の防食を図ることができる。
【００３２】
　図６は、本発明の防塵保護キャップの他例を示した断面図である。本形態において、上
述の実施形態と同一部材は同一符合にて表し、その説明を省略する。上述の実施形態では
保持筒部１６の開口端内周に形成した係止爪１６ａを樹脂筒２０の鍔部上端１９ａに係止
させることで、防食スリーブ１８を保持筒部１６内に位置保持させているが、本形態で示
す防塵キャップ２５は、防食スリーブ１８のゴム筒２２又は樹脂筒２０の鍔部外周面に装
着したＯリング２６の弾発力により、保持筒部１６の内周面に防食スリーブ１８を位置保
持させている。
【００３３】
　図７は、本発明の防塵キャップの更に他例を示した断面図である。本形態において、上
述の実施形態と同一部材は同一符合にて表し、その説明を省略する。上述した実施形態と
同様、本形態の防塵キャップ２７は、ポリエチレンやポリスチレンなどの樹脂により一体
成形されている。キャップ本体２７は、分水栓本体２の分岐部３（或いは、穿孔機取付口
５）の外周面に着脱可能な有底筒状を呈しており、その内周面には分岐部３（或いは、穿
孔機取付口５）の外周面と圧接する突起１５が、本例では４箇所に形成されている。キャ
ップ本体２７の内周には、防食スリーブ保持用の保持筒部２８が軸方向へ突出して設けて
あり、この保持筒部２８の奥側を一体に延設して延設筒部２９が形成されている。また、
防食スリーブ１８のゴム筒２２又は樹脂筒２０の鍔部外周面に装着したＯリング２６によ
り、前記保持筒部２８の内周面に防食スリーブ１８を保持する。
【００３４】
　上述した実施形態と同様、防食スリーブ１８をストレッチャヘッド２４に取り付ける場
合、防食スリーブ１８を梱包した防塵キャップ２７ごと、ストレッチャヘッド２４に差し
込めばよく、このとき、保持筒部２８は、キャップ本体２７内に挿入してきたストレッチ
ャヘッド２４を受け入れ可能な延設筒部２９を有しており、ストレッチャヘッド２４の先
端部位をこの延設筒部２９のスペース２９ａへ逃がすことができ、ストレッチャヘッド２
４の十分な差し込みを可能にして、ストレッチャヘッド２４への防食スリーブ１８の取り
付けを確実なものにしている。
【００３５】
　保持筒部２８の内周面に段部面２７ａを設けており、保持筒部２８内に防食スリーブ１
８を挿入すれば、樹脂筒２０の鍔部下端１９ｂがこの段部面２７ａに当接されるので、防
食スリーブ１８を適正位置で保持することができる。また、この段部面２７ａの形成によ
って、キャップ全体の変形を抑制することができ、ストレッチャヘッド２４への差し込み
時の変形を抑えて、ストレッチャヘッド２４への装着作業を行い易くしている。
【００３６】
　また、本実施形態では、キャップ本体２７を分水栓本体２に装着した時、保持筒部２８
全体が分岐部３の内部に納まる構造を有している。これにより、防塵キャップ２７の開口
端面と、この防塵キャップ２７に梱包された防食スリーブ１８の後端面をほぼ揃えること
ができ、出張り量を減らすことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明のサドル分水栓用防食スリーブ付き防塵キャップは、本管から支管へ分岐配管を
行うサドル分水栓を防塵・保護すると共に、配管に取り付ける前の防食スリーブを保護す
ることができ、しかも、この防食スリーブを土や泥で汚すことなく、配管の穿孔穴に装着
できる防塵キャップとして、各種分野に提供することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明に係る防塵キャップを装着したサドル分水栓の一例を示した断面図である
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【図２】本発明に係る防塵キャップを示した半裁断面図である。
【図３】図２に係る防塵キャップを開口面側から見たときの平面図である。
【図４】樹脂筒の上端に金属筒の下端を仮止め嵌合させた状態を示す部分拡大断面図であ
る。
【図５】ストレッチャヘッドへの取り付け手順を示した説明図である。
【図６】本発明に係る防塵キャップの他例を示した断面図である。
【図７】本発明に係る防塵キャップの更に他例を示した断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　サドル分水栓
　２　分水栓本体
　３　分岐部
　５　穿孔機取付口
　１４　キャップ本体
　１６　保持筒部
　１６ａ　係止爪
　１７　延設筒部
　１７ａ　スペース
　１８　防食スリーブ
　１９　鍔部
　２０　樹脂筒
　２１　金属筒
　２２　ゴム筒
　２３　補強リブ
　２５　キャップ本体
　２６　Ｏリング
　２７　キャップ本体
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